波佐見町農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集要領

　波佐見町では、現農業委員の任期が令和８年７月１９日をもって満了となることから、次期の「農業委員」と、「農地利用最適化推進委員」を推薦又は応募により、募集を下記のとおり行います。

１．募集の内容
　　(1)　農業委員　１４名
　　(2)　農地利用最適化推進委員　８名
　　　　 ※農業委員、農地利用最適化推進委員の担当区域及び人数は、次のとおりです。
	地区番号
	その地区の区域（行政区）名
	農業委員
	農地利用最適化推進委員

	１
	三股・永尾・小樽
	1人
	1人

	２
	野々川・湯無田
	1人
	1人

	３
	中尾・井石・鬼木
	1人
	1人

	４
	金屋・宿
	1人
	1人

	５
	　折敷瀬
	1人
	０人

	６
	　村木・皿山
	1人
	０人

	７
	　稗木場・田ノ頭
	1人
	1人

	８
	　川内・岳辺田
	1人
	1人

	９
	　甲長野・乙長野・協和
	２人
	1人

	10
	　志折・平野
	1人
	1人


　　　　











　　　注：推薦及び応募において、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方の候補者となることは出来るが、両委員を兼任することは出来ない。

２．任用期間
　　(1)　農業委員　　令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで
　　(2)　農地利用最適化推進委員　　農業委員会が委嘱した日から令和１１年７月１９日まで

３．業務の内容等
　　(1)　農業委員（農地法に関する許認可、審議決定など総会で議決権を持つ）
○身    分　  地方公務員法第３条第３項第１号に規定する特別職の非常勤職員
○業務内容　  ・農地の権利移動や転用等に係る調査及び許認可審議（毎月１回
総会出席）
　　　　　　　　　　 ・農地利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地
　　　　　　　　　　　 の発生防止・解消、新規参入の促進等）に係る現地調査及び指
導業務
　　　　　　　　 　・農地利用最適化推進指針の作成・変更
　　　　　　　　  　 ・その他農業に関する調査及び情報提供並びに研修会等への参加
　　　　　　　　　　 ・地域計画のブラッシュアップ（更新）に伴う目標地図作成
○報　　酬　　会長（月額）２３，８００円
　　　　　　　　　　 委員（月額）１９，７００円

(2)　農地利用最適化推進委員（総会での議決権はないが農業委員のサポート的存在）
○身    分　  地方公務員法第３条第３項第２号に規定する特別職の非常勤職員
　　　 ○業務内容　  ・担当区域内の農地利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、
耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等）に係る現地調査及び利用関係者への調整と推進業務
　　　　　　　　　　 ・農地利用最適化推進指針の作成・変更等への意見
　　　　　　　　　　 ・農地利用最適化に係る研修会等への参加
　　　　　　　　　　 ・地域計画のブラッシュアップ（更新）に伴う目標地図作成
　　　 ○報　　酬　　推進委員（月額）　１５，９００円

４．推薦を受ける者及び応募する者の資格要件
　　農業委員及び農地最適化推進委員は、次に掲げる者であって、(3)共通条件事項の要件にいずれも該当する者であること。なお、(4)欠格条項のいずれかに該当する者は、委員及び推進委員となることは出来ない。
(1)　農業委員
　　　 農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者　
(2)　農地利用最適化推進委員
　　　 農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者
(3)　共通条件事項（農業委員及び農地最適化推進委員）
　　　 ・町が設置する他の附属機関等の委員は兼務が禁止されていない者
　　　 ・町の職員でない者
(4)　欠格条項（農業委員及び農地最適化推進委員）
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けな
くなるまでの者

５．推薦及び応募期間
令和８年２月１３日（金）から令和８年３月１３日（金）まで【必着】
　　※午前８時３０分から午後５時まで。ただし、土日・祝日を除く。


６．推薦及び応募の手続き方法
　　(1)　推薦による手続き
①農業者等からの推薦にあたっては、当該農業者等の代表者が農業委員候補者推薦
届出書（様式第1号）の提出をもって推薦するものとする。
②農業者が組織する団体等からの推薦にあたっては、当該団体及び組織の代表者が
農業委員候補者推薦届出書（様式第1号）の提出をもって推薦するものとする。
③各委員候補者推薦届出書には、次の事項を記載するものとする。
・推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
・推薦をする者が団体等である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏
名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦を明らかにする事項
・推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
・推薦の理由
・推薦を受ける者について、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦されているか否かの別
・農業委員の推薦にあっては、推薦を受ける者が認定農業者等に該当するか否かの別
・農地利用最適化推進委員の推薦にあっては、担当する区域の地区番号と区域名
　(2)　応募による手続き
　　 ①農業委員に応募する者は、農業委員候補者応募届出書（様式第2号）を、又農地利用最適化推進委員に応募する者は、農地利用最適化推進委員候補者応募届出書（様式第2号）をそれぞれ提出するものとする。
　　 ②各委員候補者応募届出書には、次の事項を記載するものとする。
　　　 ・応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
　　　 ・応募の理由
　　　 ・応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
　　　 ・農業委員の応募にあっては、応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
　　　 ・農地利用最適化推進委員の応募にあっては、担当する区域の地区番号

７．推薦及び応募書類の提出方法
(1)　提出方法
　　 関係書類を直接持参される場合は、下記提出先に提出してください。また、郵送される場合は、下記宛に募集期限までに必着するように提出してください。
　　　(2)　提出先及び問い合わせ先
　 　・農業委員　　　　　　　：波佐見町農林課
　　 ・農地利用最適化推進委員：波佐見町農業委員会事務局（直通：85-3279）
〒８５９－３７９１　　東彼杵郡波佐見町宿郷６６０番地
　　　　　　　FAX　85－7351
８．推薦及び応募状況の公表
　　　推薦及び応募の状況並びに結果について、町ホームページにより提出書類の内容
をもとに次のとおり公表します。
(1)　公表する時期
　 　・中間報告　　令和８年３月４日（水）
　　 ・最終結果　　令和８年３月１８日（水）
(2)　公表する内容
　　 ・推薦をする者の住所又は推薦をする団体等の所在地以外の規定された事項
　　 ・推薦を受けた者又は応募した者の住所以外の規定された事項
　　 ・推薦を受けた者の数及び応募した者の数のうち認定農業者等の数

９．選任方法
　　(1)　農業委員
　　　　 波佐見町農業委員候補者評価委員会を開催し、提出された書類をもとに、推薦を受ける者及び応募する者の評価を行い、町長へ意見を報告します。なお、必要に応じて面接や関係者からの意見聴取等を行うことがあります。
　　　　 町長は、評価委員会の意見を参考に農業委員候補者を決定し、町議会の同意を得たうえで農業委員を選任します。
　　　　 選任結果については、町ホームページ等で公表します。
　　　　
　　(2)　農地利用最適化推進委員
　　　　 波佐見町農業委員会の総会において、提出された書類をもとに、推薦を受ける者
及び応募する者の評価を行い選任します。また、必要に応じて、波佐見町農業委員候補者評価委員会への意見を求めることがあります。なお、必要に応じて面接や関係者からの意見聴取等を行うことがあります。
　　　　 選任結果については、町ホームページ等で公表します。

10．その他の注意事項
　　(1)　提出された書類は返却しません。
　　(2)　各種届出書関係の書類の提出は、各委員の候補者となるためのものであり、決定
されたものではありません。
　　(3)　推薦及び応募等に関する経費は、提出関係者の自己負担とします。
　　(4)　推薦及び応募等に係る関係様式は、町ホームページからダウンロードするか、町
農業委員会事務局で受け取ってください。
2

